
も

　　

〉

　　　　

＃

　　

｛

医薬審第 ３

　

１

　

０ 号

平成１０年３月３０日

各都道府県衛生主管部（局）長

　

殿

厚生省医薬安全局審査管理課長

薬事法施行規則改正等に伴う医療用具製造（輸入）承認

申請等の取扱いについて

　

平成１０年３月３０日厚生省令第４３号をもって薬事法施行規則の改正等が行わ

れ、 平成１０年３月３０日医薬発第３１８号医薬安全局長通知「薬事法施行規則の
一部を改正する省令の施行等について」 （以下「局長通知」 という。） により本改

正等に伴う取扱いについて示されたところであるが、 今般、 施行規則別表第１から

の削除品目に関する医療用具製造 （輸入） 承認申請の細部の取扱い及び承認不要医

療用具に係る基準の運用上の留意事項等について下記のとおり定めたので、 ご了知

のうえ、 関係業者に対して周知方お願いしたい。

　

おって、 本通知の写しを財団法人医療機器センター理事長、 日本医療機器関係団

体協議会会長、在日米国商工会議所医療機器小委員会委員長及び欧州ビジネス協議
会医療機器委員会委員長あて送付することとしている。

第１， 施行規則別表第１からの削除品目の取扱いについて

　

局長通知の記の３（２）なお書きに基づく承認申請に当たっては、 次に定めると

ころによることとする。



（１）承認申請に当たっては、当該品目に係る許可書の写しの添付が必要であること。
（２）承認申請書の備考欄には、 「薬事法施行規則別表第１削除品目に係る承認申請

である」 旨を記載すること。

（３）承認申請書の進達に当たっては「Ｊ削除」の表示を朱書きされたいこと。

第２

　

承認不要医療用具に係る基準の運用上留意すべき事項等について

　

今般定められた基準について運用上留意すべき事項は、 それぞれ以下のとおり

であること。

（１）家庭用マッサージ器及び家庭用指圧代用器基準 （平成１０年厚生省告示第１１

　　

７号） について

　

１） 基準５から７中の用語は、原則として、電気用品取締法 （昭和３６年法律第

　　

２３４号） に基づく電気用品の技術上の基準を定める省令 （昭和３７年通商産

　

業省令第８５号） によること。

　

２） 基準５のキ中 「患部が水にぬれた状態で使用する」 とは、 例えば、 足部用の

　　

可搬型のもので、 足部を温湯等にひたした状態で使用するもの等をいい、 浴室

　　

内又は浴槽内で使用するものは含まれないこと。

　

３） 基準５のケ中 「電源回路を遮断する」とは、動作を停止することを含むもの

　

であること。 また、 「電源回路を遮断する装置」 とは、 いわゆるタイマーをい

　

うものであること。

　

４） 基準７のイ中 「（１）から（５）までに掲げる状態

　

０． ５ｍＡ以下」 とは、 ７の

　　

イの（１）から（５）のそれぞれの単独の故障状態において、 それぞれ漏えい電流が

　　

０． ５ｍＡ以下でなければならないとするものであること。

（２）家庭用電気磁気治療器基準 （平成１０年厚生省告示第１１８号） について

　

１） 基準４のア中「患部に接触する部分」 とは、当該医療用具の製品表面におい

　　

て患部に接触する部分をいい、 布団、 マット等製品表面が布等で覆われている

　

場合には、当該布等の表面で患部に接触する部分をいうものであること。

　

２） 基準４「のア中 「最大磁束密度」とは、磁束密度 （実効値表示） の最大値をい

　

うものであること。

　

３） 基準６から８中の用語は、原則として、電気用品取締法 （昭和３６年法律第

　　

２３４号） に基づく電気用品の技術上の基準を定める省令 （昭和３７年通商産

　

業省令第８５号） によること。

　

４） 基準６のオ中 「患部が水にぬれた状態で使用する」 とは、例えば、 足部用の



　

可搬型のもので、 足部を温湯等にひたした状態で使用するもの等をいい、 浴室

　

内又は浴槽内で使用するものは含まれないこと。

５） 基準６のキ中「電源回路を遮断する」とは、動作を停止することを含むもの

　

である′こと。 また、 「電源回路を遮断する装置」 とは、 いわゆるタイマーをい

　

うものであること。

６） 基準８のイ中 「（１）から（５）までに掲げる状態

　

０． ５ｍＡ以下」 とは、 ８の

　

イの（１）から（５）のそれぞれの単独の故障状態において、 それぞれ漏えい電流が

　

０． ５ｍＡ以下でなければならないとするものであること。

（３）家庭用永久磁石磁気治療器基準 （平成１０年厚生省告示第１１９号） について

１） 指輪等手指に使用するもの、 ブレスレット等手首に使用するもの及び足首に

　

使用するものは、 基準３の使用形態に含まれないものであること。

２） 基準４中「患部に接触する部分」 とは、当該医療用具の製品表面において患

　

部に接触する部分をいい、 布団、 マット等製品表面が布等で覆われている場合

　

には、当該布等の表面で患部に接触部分をいうものであること。

３）基準４中「最大磁束密度」とは、磁束密度（実効値表示）の最大値をいうも

　

のであること。



　

　　　　　　　　　　　　

　

除望

　　

○
厚
生
省
令
第
四
十
三
号

　　　

薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項

（同
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

　　

。
）
、
第
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
並
び
に
薬
事
法
施
行
令

（昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
の
三
の

　　

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　　　　

平
成
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
大
臣

　

小
泉

　

純
一
郎

　　　

薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　

薬
事
法
施
行
規
則

（昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中

「別
表
第
一
の
と
お
り
」
を

「別
表
第
一
に
掲
げ
る
医
療
用
具

（電
動
式
の
も
の

（専
ら
家
庭
用
と
し

て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
工
業
標
準
化
法

（昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工

業
規
格

（以
下

「日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｔ
一
〇
〇

一
号
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
の
十
三
中

「第
二
十
一
条
の
五
ま
で
」
を

「第
二
十
一
条
の
六
ま
で
」
に
改
め
、

「
「様
式
第
十
三
の
八
」
と

」
の
下
に

「、
第
二
十
一
条
の
六
第
二
項
中

「様
式
第
十
÷
の
四
」
と
あ
る
の
は

「様
式
第
十
三
の
九
」
と
、
同
条
第
四
項
中

‐ １‐



「届
出
者
の
住
所
地
」
と
あ
る
の
は

「承
認
取
得
者
の
地
位
を
承
継
す
る
者
の
国
内
管
理
人
の
住
所
地

（外
国
法
人
で
本
邦
内

に
事
務
所
を
有
す
る
も
の
の
当
該
事
務
所
の
代
表
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
務
所
の
所
在
地
）
」
と
」
を
加
え
る
。

　

第
七
十
四
条
中

「工
業
標
準
化
法

（昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格

（以
下

「日
本
工
業

規
格
」
と
い
う
。
）
」
を

「日
本
工
業
規
格
」
に
改
め
、

「
（昭
和
六
十
二
年
）
」
を
削
る
。

第
七
十
五
条
中

「
（昭
和
六
十
三
年
）
」
及
び

「
（平
成
二
年
）
」
を
削
る
。

第
七
十
六
条
中

「
（昭
和
六
十
二
年
）
」
を
削
る
。

附
則
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼
′
′

　　　　　　　

、１
ノ

７

第
十
八
条
に
掲
げ
る
日
本
工
業
規
格
及
び
別
表
第
一
第
八
十
三
号
Ｑ
か
ら
偶
ま
で
に
掲
げ
る
臼
本
工
業
規
格
が
改
正
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
改
正
の
際
現
に
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
当
該
改
正
前

の
当
該
日
本
工
業
規
格
に
適
合
す
る
医
療
用
具

（第
十
八
条
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「旧
規
格
適
合
医
療
用
具
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
一
項

（法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
十
九
条
の

二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
な
く
当
該
旧
規
格
適
合
医

療
用
具
を
製
造
し
、
．又
は
輸
入
し
て
い
た
者
は
、
当
該
改
正
後
一
年
六
月
の
間
は
、
当
該
旧
規
格
適
合
医
療
用
具
に
つ
い
て

‐ ２ ー



承
認
を
受
け
る
こ
と
な
く
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
十
三
の
八
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

‐ ３ ー



様式第十三の九 （一） （第二十六条の十三開係）

医

　　

薬

　　

品
外国製造

　　

医薬部外品 製造承認承継届書

　　　　　　　　

化

　　

粧

　　

品

承

　　

継

　　

品

　　

目

販

　　

売

　　

名 承

　

認

　

番

　

号 承認年月

　

日

　　　　　　　　　　　　

，
．・”

承

　　

継

　　

理

　　

由

承

　

・

　

縦

　　　

日

被

　　

承

　　

継

　　

者

備

　　　　　　　

考

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆

医

　　

薬

　　

品
上記により、 外国製造

　

医薬部外品

　　

の製造承認の承継の届出をします。

　　　　　　　

化

　　

粧

　　

品
年

　　　　　　

月

　　　　　　

日

邦

　　

文
住

　　

所

外国文

　　　　　　　　

氏

　

名

邦

　

文

　　　　　　　　　　　　

◎ 又 は 署 名

外国文

（蔓無鰹務痩）
国内管理人

住所 （話霧麓滋養）
氏 名 （髪会長裏麦書房豪勢

　　　　　

⑩

厚 生 大 臣

　　　　　　　　　　

殿

（注意）
１

　

用 紙の大きさは、 日本工業規格Ａ４ とする。２

　　

こ の 届 書 は、 正 副 ２通提出すること．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

め・も・し上

　　　

・３

　　

字 は、 墨、 イ ン ク 等 を用 い、 邦 文 に あっ て は、 指 害 で は っ き り と 書 く こ と．４

　　

届書は、 医薬品、 医薬部外品又は化粧品の別 に作成すること．５

　　

承 継 品 目 欄 に は、 品 目 が ２以上であるときは、 承認年月

　

日順に記載すること．６

　　

承 継日欄には、 相続の場合にあっては相続日 を、 その他の場合にあっては承継予定日を記載ナること．
７．

　

被承継者欄には、 被承継者の氏名 （法人にあっては、 名 称及び代表者の氏名） 及び住 所 （法 人 に あ っ て は、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地） を 記 載 す る こ と．

　　　　　　　

・
８

　　

備考欄には、 被承継者の被承継品目を製造する製造所の名 称及び所在地並びに国内管理従事者があるときは、 その者の氏名及び住所を記載すること．



　

別
表
第
一
第
一
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
及
び
放
射
線
治
療
台
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
表
第
三
号
中

「の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の
」
を
削
り
、
同
号
ほ
及
び
の
を
削
り
、
同
表
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
同
表
第
六
号
に
次
の
よ
う
に
加

え

る

。

　　　　　　　　　　　　　　

・

　

◎

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
管
装
置

　

危

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
可
動
絞
り

　

伽

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
高
電
圧
装
置

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〆

　　　　　　

、

　

′′

　

解

医
療
用
電
子
管
類
保
持
装
置

　

◎

　

各
種
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
・
透
視
撮
影
台

　

　

ｑ

　

エ
ッ
ク
ス
線
用
蛍
光
増
倍
管
装
置

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　

０

　

エ
ッ
ク
ス
線
用
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
装
置

　

り

　

エ
ッ
ク

ス
線
被

爆
低
減

装

置

　　　　　　　　　　　　　　

．

．

　

″
Ｖ

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　

・

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

Ｑ

エ
ッ
ク
ス
線
自
動
露
出
制
御
器

別
表
第
一
第
六
号
を
同
表
第
七
号
と
し
、
同
表
第
五
号
中

「簡
易
型
運
搬
用
保
育
器
」
を

「次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、



様式第十三の九 （二） （第二十六条の十三関係）

外国製造医療用具製造承継届書

承継品目
類

　　

別
名

　　　　　　　

，称

承

　

認

　

番

　

号 承 認 年月

　

日．一般的名 称 販

　

売

　

名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

承継理由

承

　

継

　

日

被承継者

備

　　　

考

上記により
幸
外国製造

『
用具の
瞥
承認承継の届出をします・

邦

　　

文
住

　　

所

外国文

　　　　　　　　　

　　

邦

　

文

　

．

　　　　　　　　　

⑩ 又 は 署名
▼

氏

　　

名

外国文

　　　　　　　　　　
国内管理人

　　 　　　　　　　　
氏 名 （裏金姿態書房滋 ）

　　　　

◎

厚 生 大 臣

　　　　　　　　　　

殿

　

（注意）

　

１

　

用紙の大きさは、 日本工業規格Ａ４ とする．

　

２

　　

こ の 届 書 は、 正 副 ２通提出すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

か．・し上

　

３

　　

字 は、 塁、 イ ン ク 等 を用 い、 邦 文 に あ っ て は、 指 雲 で は っ き り と 書 く こ と．

　

４

　　

承 継 品 目 欄 に は、 次 に よ り 記 載 す る こ と． ‐

　　

（１） 類別は、 令別表第一による類別によること．

　　

（２） 販売名は、 販売名のあるときのみ記載すること．

　　

（３）

　

品日が２以上であるときは、 承認年月日順に記載十ること．イ ５

　　

承継日欄には、 相続の場合にあっては相続日を、 その他の場合にあっては承継予定

　

日を記載すること．

　

６

　　

被承継者欄には、 被承継者の氏名 （法人にあっては、 名称及び代表者の氏名）－及び

　

住所 （法人にあっては、 主たる事務所の所在地） を記載すること．・

　

７

　　

備考欄には、 被承継者の被承継品目を製造する製造所の名称及び所在地並びに国内

　

管理従事者があるときは、 その者の氏名及び住所を記載すること．



同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

庫

開
放

式

保
育

器

・

　　　　　　

．

　　　　　　　　

．

　

＠

　

簡
易
型
運
搬
用
保
育
器

　

別
表
第
一
第
五
号
を
同
表
第
六
号
と
し
、
同
表
第
四
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
表
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　　　　

．

　　　　　　　

の
う

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　

・

　

四

　

麻
酔
用
呼
吸
嚢

　

別
表
第
一
第
十
号
を
同
表
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

放
射
線
障
害
防
護
用
器
具

別
表
第

一
第
十

一
号
中

「医
用
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
装
置

（
コ
ン
タ
ク
ト
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
を
除
く
。
）
」
を

「次
に
掲
げ
る
も

の
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

ｍ

　

ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
装
置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

２

　

パ

ラ

フ
ィ

ン
浴
装

置

　　　　

・

　　　　　　　

▲、

　

′′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

侶

医
用
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
装
置

別
表
第
一
中
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
七
号
の
次
に
次
の



一
号
を
加
え
る
。

十
八

　

体
液
検
査
用
器
具

（専
用
分
析
装
置
で
あ
っ
て
、
主
た
る
反
応
系
を
内
蔵
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、１
ノ

別
表
第
一．第
十
九
号
Ｇ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

御

　

病
理
検
査
装
置

別
表
第
一
第
十
九
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　　　

　　

　　

　　

　

偲

　

四
肢
電
極
．
胸
部
電
極

（健
常
な
皮
膚
に
接
触
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

５

　

デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
電
極

（健
常
な
皮
膚
に
接
触
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

倦

　

脳
波
計
電
極

の

　

眼
振
計

＠

　

生
体
電
気
現
象
検
査
用
電
極

（健
常
な
皮
膚
に
接
触
す
る
も
の
に
限
る
。
）

◎

　

尿
量
モ
ニ
タ

別
表
第
一
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

二
十
一

　

知
覚
検
査
又
は
運
動
機
能
検
査
用
器
具
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

‐ ６‐



０
ゞ
筋
電
計
電
極
＾
健
常
な
皮
膚
に
接
触
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の

　

平
衡
機
能
計

　

　　

　　　

　　
６

　

運
動
機
能
検
査
用
機
器

、
′

　　　　　　　　　　　　　　

二
‐フ

　

．

に

　

歯
科
用
咳
合
力

（圧
）
計

　

　　

　　

　　
６

　

歯
接
触
分
析
装
置

　

別
表
第
一
第
二
十
五
号
を
削
り
・
同
表
第
二
十
六
号
を
同
表
第
二
十
五
号
と
し
、
同
表
第
二
十
七
号
の
中

「縫
合
器
」
を

「

縫
合
針
」
に
改
め
、
同
号
ぬ
中

「縫
合
器
」
の
下
に

「及
び
自
動
縫
合
器
」
を
加
え
、
同
号
６
を
削
り
、
同
号
６
中

「縫
合
用

」
を

「非
吸
収
性
縫
合
用
」
に
改
め
、

「
（吸
収
性
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
◎
を
同
号
獅
と
し
、
同
号
の
を
同

号
６
と
し
、
同
号
を
同
表
第
二
十
六
号
と
し
、
同
表
第
二
十
八
号
を
同
表
第
二
十
七
号
と
し
、
同
表
第
二
十
九
号
中

「
（電
動

　　

／
１
＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
二
十
八
号
と
し
、
同
表
第
三
十
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」

を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
二
十
九
号
と
し
、
同
表
第
三
十

一
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表

第
三
十
号
と
し
、
同
表
第
三
十
二
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
三
十

一
号
と
し
、
同
表

第
三
十
三
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
三
十
二
号
と
し
、
同
表
第
三
十
四
号
中

「
（電

ー

　

７ ‐



動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
三
十
三
号
と
し
、
同
表
第
三
十
五
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。

）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
三
十
四
号
と
し
、
同
表
第
三
十
六
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を

同
表
第
三
十
五
号
と
し
、
同
表
第
三
十
七
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
三
十
六
号
と
し

、
同
表
第
三
十
八
号
中

「・
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
三
十
七
号
と
し
、
同
表
第
三
十
九
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
三
十
八
号
と
し
、
同
表
第
四
十
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
三
十
九
号
と
し
、
同
表
第
四
十

一
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同

号
を
同
表
第
四
十
号
と
し
、
同
表
第
四
十
二
号
を
同
表
第
四
十
一
号
と
し
、
同
表
第
四
十
三
号
を
同
表
第
四
十
二
号
と
し
、
同

表
第
四
十
四
号
中

「
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を

「
（滅
菌
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　

　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

に
改
め
、
同
号
ｄ
か
ら
⑪
ま
で
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
四
十
三
号
と
し
、
同
表
第
四
十
五
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く

。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
四
十
四
号
と
し
、
同
表
第
四
十
六
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号

を
同
表
第
四
十
五
号
と
し
、
同
表
第
四
十
七
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。・
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
四
十
六
号
と

し
、
同
表
第
四
十
八
号
中

「
（電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
四
十
七
号
と
し
、
同
表
第
四
十
九
号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

を
同
表
第
四
十
八
号
と
し
、
同
表
第
五
十
号
中

「手
動
式
生
体
用
洗
浄
器
」
を

「生
体
用
洗
浄
器
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

‐ ８ー



◎
；
歯
科
用
根
管
洗
浄
器

別
表
第
一
第
五
十
号
を
同
表
第
四
十
九
号
と
し
、
同
表
第
五
十
一
号
を
同
衰
第
五
十
号
と
し
、
同
表
第
五
十
二
号
を
同
表
第

五
十

一
号
と
し
、
同
表
第
五
十
三
号
ｄ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
．

　　　　　　　　

、’

　　

」′

　

Ｑ

　

運
動
療
法
用
機
械
器
具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　

　　

　　　　　　　　　　

　　

　　

　　

別
表
第
一
第
五
十
三
号
缶
か
ら
燈
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

◎

　

矯
正
用
ヘ
ッ
ド
ギ
ア

倦

　

矯
正
用
チ
ン
キ
ャ
ッ
プ

　　　　　

さ
つ

の

　

結
繋
及
び
帯
環
圧
接
器
具

縞
ｒ
矯
正
用
測
定
器

◎
“

　

頭
部
顔
面
規
格
写
真
撮
影
装
置

別
表
第
一
第
五
十
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

◎

　

電
動
式
骨
手
術
器
械

　　

　　
　窺

　

エ
ア
式
骨
手
術
器
械

‐ ９‐



　

別
表
第
一
中
第
五
十
三
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
五
十
四
号
を
第
五
十
三
号
と
し
、
第
五
十
五
号
か
ら
第
五
十
七
号
ま
で

を
削
り
、
第
五
十
八
号
を
第
五
十
四
号
と
し
、
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
三
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
六
十
四

号
中

「
（歯
科
用
ラ
バ
ー
ダ
ム
シ
ー
ト
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
六
十
号
と
し
、
同
表
第
六
十
五
号
を
同
表
第

六
十
一
号
と
し
、
同
表
第
六
十
六
号
中

「
（可
視
光
線
照
射
器
及
び
紫
外
線
照
射
器
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
表
第
六
十
六

号
を
同
表
第
六
十
二
号
と
し
、
同
表
第
六
十
七
号
を
同
表
第
六
十
三
号
と
し
、
同
表
第
六
十
八
号
を
同
表
第
六
十
四
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六
十
五

　

視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

・

　　

の

　

視
力
補
正
用
単
焦
点
眼
鏡
レ
ン
ズ

　

の

　

視
力
補
正
用
多
焦
点
眼
鏡
レ
ン
ズ

　

電

　

視
力
補
正
用
累
進
多
焦
点
眼
鏡
レ
ン
ズ

　

別
表
第
一
第
六
十
九
号
を
同
表
第
六
十
六
号
と
し
、
同
表
第
七
十
号
を
同
表
第
六
十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　

六
十
八

　

医
療
用
吸
入
器
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

‐ １０‐



Ｑ
Ｆ
超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

吃

　

霧
吹
式
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

　

別
表
第
一
第
七
十
一
号
を
同
表
第
六
十
九
号
と
し
、
同
表
第
七
十
二
号
を
同
表
第
七
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　

七
十

一

　

手
術
用
手
袋
及
び
指
サ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　

０

　

歯
科
用
手
袋

，

　　

２

　

指
サ

ッ
ク
・

　　　　　　

－′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

別
表
第

一
第
七
十
三
号
を
削
り
、
同
表
第
七
十
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こ
・フ

　

◎

　

救
急
粋
創
膏

　

別
表
第
一
中
第
七
十
四
号
を
第
七
十
二
号
と
し
、
七
十
五
号
か
ら
七
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
七
十
六
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
十
七

　

歯
科
用
印
象
材
料
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こ
ーつ

　

の

歯
科
印
象
用
石
膏

－ １１‐



　　

　　　　

　　
の
ゞ
歯
科
適
合
試
験
用
印
象
材

◎

歯
科
印
象
採
得
補
助
材
料

　

　

　鰹

　

歯
科
複
模
型
用
印
象
材
料

　

別
表
第
一
第
七
十
九
号
を
削
り
、
同
表
第
八
十
号
を
同
表
第
七
十
八
号
と
し
、
同
表
第
八
十
一
号
を
同
表
第
七
十
九
号
と
し

、
同
表
第
八
十
二
号
を
同
表
第
八
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八
十
一

　

次
に
掲
げ
る
医
療
用
具
た
る
附
属
品

　

仰

麻
酔
器
用
マ
ス
ク

　

後
十

　

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
観
察
装
置

　

一団
胃

　

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
用
蛍
光
板

　　　　　　　　

　　

　　　

　　

　

縄

　

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
用
増
感
紙

　

同

　

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
用
透
視
合

　

同

医
療
用
ミ
ク
ロ
ト
ー
ム
用
革
砥

．・

　　　

′′
”

歯
科
用
エ
ン
ジ
ン
用
ベ
ル
ト
ア
ー
ム



◎
‘．
歯
科
用
エ
ン
ジ
ン
用
聾
滑
車

　

◎

歯
科
用
エ
ン
ジ
ン
ベ
ル
ト

八
十
二

　

次
に
掲
げ
る
医
療
用
具
で
あ
っ
て
、

の

　

家
庭
用
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

の

家
庭
用
指
圧
代
用
器

６

家
庭
用
電
気
磁
気
治
療
器

の

家
庭
用
永
久
磁
石
磁
気
治
療
器

厚
生
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　　

′ｆ
ｒ
・

　　　　　　　　　　

一Ｚ

　　　　　　　　　　　　　

Ｊ
Ｔ
、

　

口

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　　　　

．

，

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

嶋

”
リ

　　　　　　　　　　　

十
＼

　　　　　　　　　　　

、
ノ

　　　

＝
リ

　　　

、

　

、
ノ

　　　　　　　　　　　

、

　

、
ノ

　　　　　　　　　　　

、
ノ

　　　

、
／

　　　　　　　　

、
ノ

　　　　

、
ノ

　　　　　　　　

、
／

　　　　

、
ノ

　　　　　　　　

、
ノ

月
署
；
質
／
－

　

▲号
′ノ

÷

　

－

　

？

　　

４

セ
ｗ月

　　　　

を

千
と

Ｌ

．
”千
十を
削
り

　

と
；
を

　

と
Ｌ

　

“
を

千
と
Ｌ

　

≧

を
ｏ
と

し
、

　　

り
一矢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　

　

　　　　

　
　

　　　　　　　

　
　

　　　

　
　

　　　　　　

　
　

　　　

　
　

　　　　　　　

　
　

　　　

　

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

鮒

　

歯
科
用
ハ
ン
ド
ビ
ー
ス
ー
第

一
部

”
高
速
エ
ア
タ
ー
ビ
ン
ハ
ン
ド
ピ
ー
ス

（Ｔ
五
九
〇
六
）

、
′
／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

（

　

歯
科
用
ハ
ン
ド
ピ
ー
ス
ー
第
二
部

”
ス
ト
レ
ー
ト
及
び
ギ
ア
ー
ド
ア
ン
グ
ル
ハ
ン
ド
ピ
ー
ス

（Ｔ
五
九
〇
七
）

別
表
第
一
の
二
第
四
号
中
旬
を
◎
と
し
、
ｍ
を
燭
と
し
、
◎
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
ｏ

、
／

　　　　　　　

か
ん

”

腹
膜
潅
流
用
装
置



別
表
第
一
の
二
第
九
号
胸
中

「熱
療
法
用
装
置
」
を

「温
熱
療
法
用
機
器
」
に
改
め
、
同
号
中
伽
を
削
り
、
◎
を
卿
と
し
＠

を
◎
と
し
、
闇
を
回
と
し
、
㈲
を
鮒
と
し
、
伽
を
Ｗ
と
し
、
肋
を
鰯
と
し
、
◎
を
肋
と
し
、
妙
を
◎
と
し
、
例
を
◎
と
し
、
切

を
卿
と
す
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　

　

別
表
第
一
の
二
第
十
三
号
魚
中

「歯
科
用
電
気
診
断
用
機
器
」

　　　　　

　
　
　

同
号
超
を
同
号
◎
と
す
る
。

を

「歯
科
電
気
診
断
用
機
器
」
に
改
め
、
同
号
◎
を
削
り
、

別
表
第
一
の
二
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、

二
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
三

　

は
り
又
は
き
ゆ
う
用
器
具

　

の

　

針
電
極
低
周
波
治
療
器

　

の

治
療
点
検
索
測
定
器

第
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

二
十
四

　

医
療
用
具
た
る
附
属
品
の
う
ち
、
医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
用
透
視
台

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中

「並
び
に
麻
酔
用
呼

　　

の
・っ

吸
嚢
」．
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中

「内
臓
機
能
代
用
器
」
の



下
に
「
人
人
工
心
臓
弁
サ
イ
ザ
ー
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中

「保
育
器
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

の

　

開
放
式
保
育
器

　

の

　

簡
易
型
運
搬
用
保
育
器

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
七
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中

「医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
用
エ
ッ
ク
ス
線
管
」

の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　　　　　

　　

　　

　　

　

ｄ

　

フ
イ
ル
ム
チ
ェ
ン
ジ
ヤ

　

⑦

　

ブ

ツ

キ

ー

装

置

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

・

同

医
療
用
自
動
現
像
装
置

④

　

歯
科
用
自
動
現
像
装
置

◎

　

画
像
診
断
用
イ
メ
ー
ジ
ヤ
．
・

▲１

　　

′′
倦

　

患
者
固
定
具

の

　

放
射
線
用
フ
イ
ル
ム
カ
セ
ツ
テ

‐ １５ 一



＠

」
エ
ッ
ク
ス
線
用
グ
リ
ッ
ド

◎

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
管
装
置

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

＠

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
可
動
絞
り

　

、

　　

′′

　　　　

．

狙

医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
高
電
圧
装
置

仰

　

医
療
用
電
子
管
類
保
持
装
置
．

　　０

　

各
種
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
・
透
視
撮
影
台

　

　　　　　　

　

　０

　

エ
ッ
ク
ス
線
用
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
装
置

御

エ
ッ
ク
ス
線
被
爆
低
減
装
置

の

エ
ッ
ク
ス
線
自
動
露
出
制
御
器

　　

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
八
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中

「放
射
性
物
質
診
療
用
器
具
」
の
下
に

「
（次
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　　
Ｑ

　

，シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
カ
ウ
ン
タ

‐ １６‐



、、

　　

′▼
２
‐
ラ
ジ
オ
イ
ム
ノ
ア
ツ
セ
イ
用
装
置

　
　　　

　

　

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
九
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
十
号
を
削
り
、
同
項
第
十
一
号
中

「理
学
診
療
用
器
具
」

の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　

Ｑ

　

ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
装
置

　

総

　

バ
ラ
フ
イ
ン
浴
装
置

　

６

医
用
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
イ
装
置

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
十
一
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中

「血
液
検
査
用
器
具
」
の
下
に

「
（オ
キ
シ

　　　

ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

メ
ー
タ
ー
及
び
専
用
分
析
装
置
で
あ
っ
て
、
主
た
る
反
応
系
を
内
蔵
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
，を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号

　　　

－

と
し
、
同
項
第
十
三
号
中

「脈
波
検
査
用
器
具
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

・

　

Ｑ

　

ア
ネ

ロ
イ

ド

式

血

圧

計

　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　

、
十／

　

総

　

水
銀
柱
式
血
圧
計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ
ん

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
十
三
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中

「糞
便
検
査
用
器
具
」
の
下
に

「
（専
用
分



析
装
置
で
あ
っ
て
、
主
た
る
反
応
系
を
内
蔵
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
五

号
中

「体
液
検
査
用
器
具
」
の
下
に

「
（専
用
分
析
装
置
で
あ
っ
て
、
主
た
る
反
応
系
を
内
蔵
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
六
号
中

「内
臓
機
能
検
査
用
器
具
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　　　　　　

　　

　　　

　　

　

Ｑ

　

心
電
計
電
極
用
導
線

　

の

血
液
ガ
ス
分
析
装
置

　

一闘

　

病
理
検
査
装
置

　

＠
一

　

四
肢
電
極

・
胸
部
電
極

（健
常
な
皮
膚
に
接
触
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

◎

デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
電
極

健
常
な
皮
膚
に
接
触
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

倦

　

脳
波
計
電
極

．

ゆ

　

眼

振

計

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　

、

　　

′′

　

ナ越

　

生
体
電
気
現
象
検
査
用
電
極

（健
常
な
皮
膚
に
接
触
す
る
も
の
に
限
る
。
）
・

　　　　　　

’“

　　　　

」′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

三◎
一

　

尿
量
モ
ニ
タ

‐ １８‐



　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
十
六
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
中

「検
眼
用
器
具
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　

、
ノ

　　　　　　

け
さ

　　

Ｑ

　

細
隙
灯
顕
微
鏡

　　　　　　　　　

ー、

　

ノ′

　

＠

　

検
眼
レ
ン
ズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
十
七
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
中

「運
動
機
能
検
査
用
器
具
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　

の
一

　

筋
電
計
電
極

（健
常
な
皮
膚
に
接
触
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

総

　

平
衡
機
能
計

　

◎

運
動
機
能
検
査
用
機
器

　　　　

、

　

′

ーー‐フ

　　

ナ処

　

歯
科
用
咳
合
力

（圧
）
’計

　

◎

　

歯
接
触
分
析
装
置

．

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
十
九
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
第
二
十
号
中

「医
療
用
鏡
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

‐ １９‐



ー、

　

′′
０
ト
生
体
検
査
用
顕
微
鏡

②

　

コ
ル
ポ
ス
コ
ー
プ

◎

　

内
視
鏡
用
非
能
動
処
置
具

④

　

手
術
用
顕
微
鏡

◎
歯
鏡
及
び
歯
鏡
柄

◎

　

光
源
．
プ
ロ
セ
ッ
サ
装
置

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
二
十
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
二
十
一
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
二
十
二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

号
中

「縫
合
器
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　　　　　　　　　

－

の

　

持
針
器

の

　

縫
合
針

系
付
き
の
も
の
を
除
く
。
）

御

　

結
紫
糸
輸
送
器

、

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　

．

に

　

縫
合
器
及
び
自
動
縫
合
器

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

修

　

非
吸
収
性
縫
合
用
ク
リ
ッ
プ
又
は
ク
レ
ン
メ



◎
ｒ
動
脈
癖
針

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
二
十
二
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
二
十
三
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
第
二
十

四
号
中

「医
療
用
吸
引
器
」
の
下
に

「
（手
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十

一
号
と
し
、
同
項
第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

せ
ん

二
十
五
号
を
同
項
第
二
十
二
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
中

「穿
刺
針
」
の
下
に

「
（滅
菌
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
第
二
十
七
号
中

「注
射
筒
」
の
下
に

「
（滅
菌
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

せ
ん

え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
第
二
十
八
号
中

「穿
孔
器
」
の
下
に

「
（滅
菌
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
第
二
十
九
号
中

「体
液
誘
導
管
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」

　　

ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

を

加

え

、

同

号

に

次

の
よ

う

に

加

え

る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　

の

金
属
製
の
も
の

　　　　

ｒ

　

⑦

　

手
動
式
経
皮
的
冠
動
脈
形
成
術
用
加
圧
器

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
二
十
九
号
を
同
項
第
二
十
六
号
と
し
、
同
項
第
三
十
号
中

「輸
血
用
器
具
」
の
下
に

「
（真
空

採
血
管
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
三
十
一
号
中

「整
形
用
器
具
器
械
」
の
下
に

「
（

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



似

運
動
療
法
用
機
械
器
具

．「

　　

′′
燃

　

骨
接
合
用
器
械

◎

　

骨
接
合
用
又
は
骨
手
術
用
器
具

①

　

靴
帯
再
建
術
用
手
術
器
械

◎

矯
正
用
ヘ
ッ
ド
ギ
ア

◎
￥
矯
正
用
チ
ン
キ
ヤ
ツ
プ

ゆ
で
結
駕
及
び
帯
環
圧
接
器
具

　

一同

矯
正
用
測
定
器

　　

”醐

　

頭
部
顔
面
規
格
写
真
撮
影
装
置

　

◎

電
動
式
骨
手
術
器
械

　　　　

、ナ
ノ

　

′ｍ
ｒ

　

エ
ア
式
骨
手
術
器
械

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
三
十
一
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
第
三
十
二
号
を
同
項
第
二
十
九
号
と
し
、
同
項
第

三
十
三
号
中

「歯
科
用
エ
ン
ジ
ン
」
の
下
に

「
（歯
科
用
空
気
回
転
駆
動
装
置
及
び
歯
科
用
電
気
回
転
駆
動
装
置
に
限
る
。
）



」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
十
号
と
し
、
同
項
第
三
十
四
号
中

「歯
科
用
ハ
ン
ド
ピ
ー
ス
」
の
下
に

「
（歯
科
技
工
に
用
い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こ
－つ

　　　

．

ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
十
五
号
中

「歯
科
用
切
削
器
」
の
下
に

「
の
う
ち
、
歯
石

・
歯
垢
除
去
器
」

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
十
二
号
と
し
、
同
項
第
三
十
六
号
中

「視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

の

　

視
力
補
正
用
単
焦
点
眼
鏡
レ
ン
ズ

　　

一切
”
視
力
補
正
用
多
焦
点
眼
鏡
レ
ン
ズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

回
り
視
力
補
正
用
累
進
多
焦
点
眼
鏡
レ
ン
ズ

　

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
三
十
六
号
を
同
項
第
三
十
三
号
と
し
、
同
項
第
三
十
七
号
を
同
項
第
三
十
四
号
と
し
、
同
項
第

三
十
八
号
中

「医
薬
品
注
入
器
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

ハ山

　

手
動
式
医
薬
品
注
入
器

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

◎

手
動
式
医
薬
品
散
粉
器

　　　　　　　　　　　　　　　　

ち
よ
‐フ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　

◎

　

歯
科
用
貼
薬
針

別
表
第
二
器
具
器
械
の
項
第
三
十
八
号
を
同
項
第
三
十
五
号
と
し
、
同
項
第
三
十
九
号
を
同
項
第
三
十
六
号
と
し
、
同
表
医

‐ ２

　

３ －



療
用
品
の
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中

「指
サ
ッ
ク
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

の

　

歯
科
用
手
袋

　

の

　

指
サ
ッ
ク

　

別
表
第
二
医
療
用
品
の
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中

「整
形
用
品
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　

の

　

滅
菌
済
み
手
術
用
不
織
布
製
品

　

◎

ギ
プ
ス
包
帯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ーー‐フ

　

◎

　

救
急
粋
創
膏

　

別
表
第
二
医
療
用
品
の
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
表
歯
科
材
料
の
項
第
一
号
中

「歯
科
用
金
属
」
の
下
に

「
（歯

科
用
易
溶
合
金
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中

「義
歯
床
材
料
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

の

　

歯
科
印
象
ト
レ
ー
用
レ
ジ
ン

‐ ２４‐



、、

　

′′
偶
ｒ

　

歯
科
用
パ
タ
ー
ン
レ
ジ
ン

　

別
表
第
二
歯
科
材
料
の
項
第
六
号
中

「歯
科
用
印
象
材
料
」
の
下
に

「
（次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　　　　　

、′
′

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

こ
・つ

　　

Ｑ

　

歯
科
印
象
用
石
膏

　

の

　

歯
科
適
合
試
験
用
印
象
材

　　

一関
ｗ
歯
科
印
象
採
得
補
助
材
料

　

◎

　

歯
科
複
模
型
用
印
象
材
料

　

別
表
第
二
歯
科
材
料
の
項
第
七
号
を
削
る
。

　

附

　

則

　

（施
行
期
日
）

の

　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　

（経
過
措
置
）

の

　

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
又
は
同
法
第
二
十
二
条
第
一

‐ ２

　

５－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
ノ
ｆ

　　　　　　

ｔ｝
′／

　

項
の
許
可
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
施
行
規
則
別
表
第
一
第
八
十
三
号
耀
及
び
鞘
に
掲
げ
る
医
療
用

　

具

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「旧
承
認
不
要
医
療
用
具
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
十
四
条
第
一
項

（同
法
第
二
十
三

　

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

　

「承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
な
く
当
該
医
療
用
具
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
て
い
た
者
は
、
平
成
十
年
九
月
三
十

　

日
ま
で
は
、
当
該
旧
承
認
不
要
医
療
用
具
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
る
こ
と
な
く
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
薬
事
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
区
分
に
つ
い
て
薬
事
法
施
行
令

（昭

　

和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
事
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る

修
理
業
者
で
あ
っ
て
、
特
定
修
理
業
者
・（薬
事
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
修
理
業
者
を
い
う

。
）
以
外
の
者
は
、
．平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
二

第
四
号
の
に
掲
げ
る
医
療
用
具
の
修
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　

　　

４

　

改
正
後
の
薬
事
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
二
第
四
号
”
に
掲
げ
る
医
療
用
具
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
薬
事
法
第
六
十
三
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
表
示
を

要
し
な
い
。

‐ ２６‐



５

　

改
正
後
の
薬
事
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
二
第
四
号
の
に
掲
げ
る
医
療
用
具
に
使
用
さ
れ
る
容
器
若
し
く
は
被
包
又
は
こ

れ
ら
に
添
附
さ
れ
る
文
書
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
が
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

当
該
医
療
用
具
の
容
器
若
し
く
は
被
包
又
は
こ
れ
ら
に
添
附
さ
れ
る
文
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
き
は
、
平
成
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
は
、
薬
事
法
第
六
十
三
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
要
し
な
い
。



２
　

家
庭
用
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
及
び
家
庭
用
指
圧
代
用
器
基
準
を
定
め
る
件

○
厚
生
省
告
示
第
百
十
七
号

　

薬
事
法
施
行
規
則

（昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
十
八
条
及
び
別
表
第
一
第
八
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
家
庭
用
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
及
び
家
庭
用
指
圧
代
用
器
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
た
だ
し
、
工
業
標
準
化
法

（昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｃ
０
七
〇
二
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
改
正

の
際
現
に
薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
二

十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
当
該
改
正
前
の
当
該
日
本
工
業
規
格
に
適
合
す
る
医
療
用
具

（以
下

「旧
規
格
適
合

医
療
用
具
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第

一
項

（法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

は
法
第
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
る
こ
と
な
く
当
該
旧
規
格
適
合
医
療
用
具
を
製
造
し
又
は
輸

入
し
て
い
た
者
は
、
当
該
改
正
後
十
八
ヶ
月
の
間
は
、
当
該
旧
規
格
適
合
医
療
用
具
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第

一
項

（

法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
る

こ
と
な
く
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

，

　

平
成
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
大
臣

　

小
泉

　

純

一
郎

‐白
Ｓ
跡
樵
鉢
ノ

　

競
当

（悪
書
酎
那
へ
ｏ

　

隻
一
国
”
ｏ

　

）
六
葦

翫
墜
ノ

　

雲
間
ノ

　

爆
裂
欄
Ｓ
違
襲
対
卿
Ｎ
が
目
代
穴



　

よっーてマッサージを行う電動式の機器のうち家庭用のもの （他の医療用具と組み合わせたものを除

　

く。 以下 「家庭用マッサージ器」 という。） 及び患部に対し局所的に押圧することによって指圧を

行う電動式の機器のうち家庭用のもの （他の医療用具と組み合わせたものを除く。 以下 「家庭用指

圧代用器」 という。） について適用する。

２

　

効能又は効果

　

効能又は効果は、 家庭用マッサージ器については、 あんま又はマッサージの代用とし、 家庭
・用指圧代用器については＼

　

指圧の代用とする。

３

　

使用形態

　

使用形態は、 患部に直接又は間接に装着し、 又は押し当てて使用するものであって、 アからエま

で に 掲 げ る 形 態 の い ず れ か で な け れ ば な ら な い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ト」

　

ア

　

手で持って押し当てて使用するもの （以下 「手持ち型」 という。）

　

イ

　

身体に装着して使用するもの （以下 「装着型」 という。）

　

ウ

　

容易に持ち運びが可能で、 床、 椅子等に置いて使用するもの （手持ち型及び装着型を除く。

　　

以 下 「可搬型」 という。 ）

　

エ

　

椅子、 ベッ ド等に、 回転部、 駆動部等の運動部を内蔵するもの （以下 「据置き型」 という。

，

　

）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆



４

　

皮膚に接触する部分の材料

　

直接皮膚に接触する部分に使用する材料については、 皮膚に対する刺激性等の影響について評価

を行わなければならない。

５

　

構造

　

構造は、 次のアからコまでに掲げる要件を満たさなければならない。

　

ア

　

通常の使用状態において、 温度、 湿度等の影響を受けるものであってはならない。

　

イ

　

粗い表面、 鋭い角及び縁、 傷、 変形、 仕上げ不良等によって、 人体を傷つけるおそれがある

　

． もの であって はならない。

　

ウ

　

回転部、 駆動部等の運動部が露出し、 頭髪、 手指等を巻き込む等の危険が生ずるおそれのあ

　　　　

′（

　　

るものであっ て はならない。

　

エ

　

装着型のものにあっては＼

　

容易に着脱でき、 停電時及び機器の故障時において危険が生ずる

　　

おそれのないものでなければならない。

　

オ

　

回転部、 駆動部等の運動部は、 身体に危険が生ずるおそれのある高い圧力を発生しない構造

　　

でなけれ ばな らない。

　

力

　

据置き型のもの及び定格電圧が１５０Ｖを超えるもの （据置き型以外のものに限る。） にあ

　　

っては、 次のいずれかの方法により電撃に対する保護を行わなければならないＱ



”） アース線 （アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。 以下同じ

。） 又はアース用端子により接地できる構造とすること

（イ） 内部にアース線の入ったコード又はケーブルに接地極付きの電源プラグを設けた構造とす

ること。

（ゥ） 工業標準化法 （昭和二十四年法律第百八十五号） に基づく日本工業規格Ｃ０７０２の規定

　

に適合する構造とすること。

（ェ） 安全超低電圧 （線間電圧又は対地電圧が４２． ４Ｖ以下で、 かつ、 無負荷の電圧が５０Ｖ

　

以下の電圧をいう。） で使用する構造とすること。
キ

　

カの規定にかかわらず、 患部が水にぬれた状態で使用する機器にあっては、 力の（ウ）に掲げ

　　　　

る構造を有する機器 （以下 「クラス□機器」 という。） 又は力の（エ）に掲げる構造を有する機
器とすることにより、 電撃に対する保護を行わなければならない。
ク

　

過電流、 過負荷等による危険を防止するため、 過負荷保護装置を有するものでなければなら
ない。 た だ し、 ピーク 電圧 ４ ２． ４Ｖ以下の乾電池又はピーク電圧４２， ４ Ｖ以下の外部の直
流電源 （以下 「乾電池等」 という。） のみを電源として使用するものにあっては、 この限りで
Ｚまし・。

装着型、 可搬型及び据置き型のものについては、 ３０分以内に電源回路を遮断する装置を有，ケ



　　

１する もの でな けれ ばならない。

　

コ

　

一度に複数の者が使用できるものであってはならない。

６

　

部品及び付属品

　

ヒューズ又は過電流保護装置を有するものにあっては、 その定格電流は、、家庭用マッサージ器又

は家庭用指圧代用器を正常に作動させるために必要な容量を有し、 かつ、 その取付け箇所より電源

プラグ側にある回路部品の定格電流を超えないものでなければならない。
７

　

漏えい電流測定

　

電源としてピーク電圧４２． ４Ｖ以下の乾電池又はピーク電圧４ ２． ４Ｖ以下の外部の直流電源

以外のものを使用するものにあっては、 通常の使用状態において、 定格周波数に等 しく、 かつ、 定

　　　

一

格電圧に等しい電圧を加え、 充電部と器体の表面との間又は器体の表面と大地との間にｌｋＱの抵

　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
抗を接続して流れる漏えい電流を測定した場合における漏えい電流は、 ア及びイに掲げる状態の区

分に応じ、 当該ア及びイに掲げる基準を満たすものでなければならない。

　

ア

　

正 常状態

　

クラス ｎ機器 にあって は．０， ２５ｍＡ以下、 クラス日機器以外のものにあっては

　　

０． ５ｍ‐Ａ以下

　

イ （１）から（５）までに掲げる状態

　

０． ５ｍＡ以下

　

， （１） 電 源 電 線 の 一 本 の 断 線 （ヒ ュ ー ズ の 溶 断 を 含 む。 ）

　　　　

，

　　　

．

　　　　　

‐



・（２） アース線 の断線

　

（３） 温 度 過 昇 防 止 装 置 （温 度 ヒ ュ ー ズ を 含 む。 ） の 故 障

　　　　　　　　　　　　　　　　

．
・

　

（４）

　

漏えい電流を生ずるおそれがある電気部品 （（１）から（３）に掲げるものを除く。） の故障

　

（５） 漏えい電流を生ずるおそれがある機械部品の故障

機械的強度

機械的強度は、 次のアからウまでに掲げる要件を満たさなければならない。
ア

　

手持ち型のものにあっては、 次の表の１に掲げる試験の結果が、 当該試験に係る強度基準

　

に適合するものでなければならない。

イ

　

装着型又は可搬型のものにあっては、 次の表の１及び２に掲げる試験の結果が、 当該試験

　

に係わる強度基準に適合するものでなければならない。
ウ

　

据置き型のものにあっては、 次の表の２に掲げる試験の結果が、 当該試験に係わる強度基
‐ 準に適合するものでなければならない。

８

や

１

　

落 下 試 験 器体の質量が４ｋｇ以下のものにあっては、 コ 充電部の露出及び短絡を生



ンクリート床上に置いた厚さが３０ｍｍの表面が

平らなラワン板の中央部に、 器体の底面がラワン

板の面に平行になるように器体をひもでつり下げ

たもの を、 ７０ｃｍの高さから落とすこと。

ぜず、 かつ、 ５００ボルト赤色

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

縁抵抗計により測定した充電

部と器体の表面との間の絶縁

抵抗 は、 ０． ＩＭＱ以上であ

ること。

２

　

静荷重試験

　

試験品を厚さが１ｏｍｍ以上の表面が平らな木

台の上に通常の使用状態に置き、 底面の形状が正

方形 であっ て、 その１辺 の長 さがｌｏｏｍｍ、 質

量が６０ｋｇのおもりを上部に１分間置くこと。

各部にひび、 割れその他の

異状が生じないこと。

９

　

表示

器体又は直接の容器若しくは直接の被包に次の事項を表示しなければならない。
ア

　

製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所

イ

　

医療用具の製造業又は輸入販売業の許可番号

，ウ

　

販売名 （型名を含む。）



エム製造番号又は製造記号

オ

　

機器の改造を行ってはならない旨

力

　

使用に当たっては添付文書を参照すべき旨

キ

　

５の力の（ァ）に掲げる構造を有する機器にあっては、 接地せずに使用 してはならない旨
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庭用の電気磁気治療器 （他の医療用具と組み合わせたものを除く。） について適用する。
２

　

効能又は効果

　

効能又は効果は、 装着部位のこり及び血行とする。

３

　

使用形態

　

患部に直接又は間接に装着し、 又は押し当てて使用するものであって、 以下の形態のいずれかで

なければならない。

　

ア

　

身体に装着して使用するもの （以下 「装着型」 という。）

　

イ

　

据え置いて使用するもの （以下 「据置き型」 という。）

４

　

性 能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

性能は、 次のア及びイに掲げる要件を満たさなければならない。
ア

　

最大磁束密度

　

定格周波数に等しくかつ定格電圧に等しい電圧を加え、 磁束密度計を用いて患部に接触する部

分の表面磁束密度を測定した場合における最大磁束密度は３５ｍＴ以上１８０ｍＴ以下でなけれ

ばならない。

イ

　

発生する磁界の波形及び周波数

発生する磁界は、 波形がほぼ正弦波であり、 周波数は、 ５０Ｈｚ又 は６０Ｈｚでなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ．



５

　

皮膚に接触する部分の材料

　

直接皮膚に接触する部分に使用する材料については、 皮膚に対する刺激性等の影響について評価

を行わなければならない。

６

　

構造

構造は、 次のアからクまでに掲げる要件を満たさなければならない。
ア

　

通常の使用状態において、 温度、 湿度等の影響を受けるものであってはならない。
イ

　

粗い表面、 鋭い角及び縁、 傷、 変形、 仕上げ不良等によって、 人体を傷つけるおそれがある

　

もの であっ て はな らない。

ウ

　

装着型のものにあっては、 容易に着脱でき、 停電時及び機器の故障時において危険性のない

　

ものでなければならない。

エ

　

据置き型のもの及び定格電圧が１５０Ｖを超える据置き型以外のものにあっては、 次のいず

れかの方法により電撃に対する保護を行わなければならない。
（ァ） アース線 （アース用ロ出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。 以下同じ

　

。） 又はアース用端子により接地できる構造とすること。

（イ） 内部にアース線の入ったコード又はケーブルに接地極付きの電源プラグを設けた構造とす

　

る こ と。



　

⑮） 工業標準化法 （昭和二十四年法律第百八十五号） に基づく日本工業規格Ｃ０７０２の規定

　

に適合する構造とすること。

　

（ェ） 安全超低電圧 （線間電圧又は対地電圧が４２． ４Ｖ以下で、 かつ、 無負荷の電圧が５０Ｖ

　

以下の電圧をいう。） で使用する構造とすること。

オ

　

エの規定にかかわらず、 患部が水にぬれた状態で使用する機器にあっては、 エの（ゥ）に掲げ・

　

る構造を有する機器 （以下 「クラス口機器」 という。） 又はエの（ェ）に掲げる構造を有する機

　

器とすることにより、 電撃に対する保護を行わなければならない。
力

　

電源部のいずれかの位相線にヒューズ又は過電流開放器を備えていなければならない。
キ

　

３０分以内に電源回路を遮断する装置を有するものでなければならない。‐
ク

　

一度に複数の者が使用できるものであってはならない。

部品及び付属品

部品及び付属品は、 次のアからウに掲げる要件を満たさなければならない。
ア

　

ヒューズ又は過電流保護装置を有するものにあっては、 その定格電流は、 家庭用電気磁気治

　

療器を正常に作動させるために必要な容量を有し、 かつ、 その取付け箇所より電源プラグ側に

　

ある回路部品の定格電流を超えないものでなければならない。
イ

　

励磁用コイルは、 絶縁ワニス、 絶縁性樹脂等を用いて固着し絶縁しているものでなければな

７



，
１ら な い。

ウ

　

機器の付属品として充電器を有し、 商用電源より充電するものにあっては、．充電器は絶縁変

圧器を備えてなければならない。

８

　

漏えい電流測定

　

電源としてピーク電圧４２． ４Ｖ以下の乾電池又はピーク電圧４２． ４Ｖ以下の外部の直流電源

以外のものを使用するものにあっては、 通常の使用状態において、 定格周波数に等しく、 かつ、 定

格電圧に等しい電圧を加え、 充電部と器体の表面との間又は器体の表面と大地との間にｌｋＱの抵

抗を接続して流れる漏えい電流を測定した場合における漏えい電流は、 ア及びイに掲げる状態の区
分に応 じ、 当 該ア及 びイ に 掲げる基準を満たすものでなけれ ばならない。

　　　　　　　　　　　　

ア

　

正 常状態

　

クラスｎ機器 にあっては０． ２５ｍＡ以下、 クラスｎ機器以外のものにあっては

　　

０ ． ５ｍＡ以下

　

イ （１）から（５）までに掲げる状態

　

０． ５ｍＡ以下

　　

（１） 電源電線の一本の断線 （ヒューズの溶断を含む。）・

　　

（２）

　

ア ー ス 線 の 断 線

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

（３）

　

温度過昇防止装置 （温度ヒューズを含む。） の故障

　

． （４）

　

漏えい電流を生ずるおそれがある電気部品 （（１）から（３）に掲げるものを除く。）‐の故障



～（５）

　

漏えい電流を生ずるおそれがある機械部品の故障

９

　

表示

器体又は直接の容器若しくは直接の被包に次の事項を表示しなければならない。
ア

　

製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所

イ

　

医療用具の製造業又は輸入販売業の許可番号

ウ

　

版売名 （型名を含む。）

エ

　

使用者の患部に接触する部分の磁束密度 （単位

　

Ｔ） 及び周波数 （単位

　

Ｈｚ）

オ 製造番号又は製造記号

力

　

機器の改造を行ってはならない旨

キ

　

使用に当たっては添付文書を参照すべき旨

ク

　

６のエの（ァ）に掲げる構造を有する機器にあっては、 接地せずに使用 してはならない旨
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・

宅
　　　

○
厚
生
省
告
示
第
百
十
九
号

　　　　

薬
事
法
施
行
規
則

（昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
十
八
条
及
び
別
表
第
一
第
八
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き

　　　

、
家
庭
用
永
久
磁
石
磁
気
治
療
器
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
大
臣

　

小
泉

　

純

一
郎

州
園
満
契

豪
州
穀
断
夢
纂
報
隊
様

ー

　

陵
報
謝
圏

　

白
Ｓ
隊
鎌
鉢
ノ

　

契

離
洲
丙
汁
か
裁
断
対
彊
醤

（蝋
当
対
那
八
ｏ

　

妥

副
［
ｏ

　

）
穴
帯
溜
飲
呼
べ
赤
纂
対
爺

ｗ
郷

瀦
淵
Ｓ
契

豪
耐
熱
獅
赤
潮
粥

（き
Ｓ
雨
瀞
満
加
代
議
夢
ゆ
け
ヰ
討
が
Ｓ
対
那
八
ｏ

　

）
穴
Ｊ
ラ
ベ
懲
淵
斗
が
ｏ

　

　

　
　
　
　
　
　

　

豊
熟
Ｘ
鉢
遠
海
鉢
ノ

　

淋
端
雲
富
Ｓ
ハ
６
※
ｑ
旨
翁
代
斗
が
ｏ

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舜
；
き
鈍
対
が
軸
ラ
ｏ

　

ｏ

　

　

　
　
　
　

　
　
　　
　
　
　

　

卦

図
ノ

　

４

ア

　

ー

）

ノ

　

ｍ

ノ

　

畔
落
盤

代

べ
溜
ラ
が
が
Ｓ



　　

ウ’ 背肩部、 腰部、 膝部又は肘部にサポーターとして用いるもの

　　

エ

　

サンダル、 靴又は靴中敷き等足裏に接触させて用いるもの

　　

オ

　

腹巻き等衣類として用いるもの

　　

力 ネ ック レス と して用 いるもの

４

　

性能

　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

磁束密度計を用いて各磁石について患部に接触する部分の表面磁束密度を測定した場合における

　

最大磁束密度は、 ３５ｍＴ以上２００ｍＴ以下でなければならない。
５

　

皮膚に接触する部分の材料

　

直接皮膚に接触する部分に使用する材料については＼皮膚に対する刺激性等の影響について評価

　　　

ｄ

を行わなければならない。
６

　

構造

　

粗い表面、 鋭い角及び縁、 傷、 変形、 仕上げ不良等によって、 人体を傷つけるおそれがあるもの
であってはならない。
７

．

表 示

　　　　　　　

，

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

， ．

　　　　

・

器体又は直接の容器若しくは直接の被包に次の事項を表示しなければならない。
ア

　

製 造業者又 は輸入販売業者の氏名 又 は名 称及び住所

　　　　　　　　　　　　　

，



イ～．医療用具の製造業又は輸入販売業の許可番号

ウ

　

販売名 （型名を含む。）．

エ

　

使用者の患部に接触する部分の磁束密度 （単位

　

Ｔ）

オ 製造番号又は製造記号

力

　

使用に当たっては添付文書を参照すべき旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

キ

　

機器の改造を行ってはならない旨



廓
　

生
物
学
的
製
剤
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

き
′

　　　

○
厚
生
省
告
示
第
百
十
四
号

　　　　

薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
物
学
的
製
剤
基
準

（

　　　

平
成
五
年
十
月
告
示
第
二
百
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
年
三
月
三
十

一

　

日
か
ら
適
用
す
る
。

　　　　

平
成
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
大
臣

　

小
泉

　

純

一
郎

　

通
則

．
血
液
製
剤
総
則
の
部
血
液
製
剤
総
則
の
条
第
八
項
中

「

　

＼×
鉢
紫
巨
細
粥
糎
浮
雲
都
巨
讃
粥
加
隣
儀
容
懲
ゆ

斗
が
都
営
満
粥
加
」
を
削
る
。

‐ １ ‐



郷
　

採
血
用
器
具
及
び
輸
血
用
器
具
基
準
等
を
廃
止
す
る
件

〔「

　　　

０
厚
生
省
告
示
第
百
十
五
号

　　　　

薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
血
用
器
具
及
び
輸
血

　　　

用
器
具
基
準

（昭
和
三
十
五
年
五
月
厚
生
省
告
示
第
百
十
三
号
）
、
注
射
針
基
準

（昭
和
三
十
六
年
十
二
月
厚
生
省
告

　　　

示
第
四
百
十
二
号
）
、
注
射
筒
基
準

（昭
和
三
十
六
年
十
二
月
厚
生
省
告
示
第
四
百
十
三
号
）
、
ダ
ッ
チ
ペ
ッ
サ
リ
ー

　　　

基
準

（昭
和
三
十
六
年
十
二
月
厚
生
省
告
示
第
四
百
十
五
号
）
及
び
デ
イ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
採
血
用
器
具
基
準

（昭
和
四

　　　

十
五
年
八
月
厚
生
省
告
示
第
三
百
号
）
は
、
平
成
十
年
三
月
三
十

一

　

日
限
り
廃
止
す
る
。

　　　　　

平
成
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
大
臣

　

小
泉

　

純

一
郎


